
 

質問への回答 

件名 海外県人会次世代人材交流・育成事業委託業務 

質問 No. 質問内容 回答 

1 

【時期について】 

冬期休暇、夏季休暇のいずれかで実施するという解釈でいいの

かどうか。 

それともそれぞれの時期に実施するのかどうか。 

冬期休暇又は夏季休暇のいずれか一方の時期において実施することを

想定しており、両時期に実施するものではありません。 

2 

【航空運賃について】 

時期が決まっていない航空運賃を算出するのは困難だが、提出

時点での概算運賃で算出する予定。 

予約時に値上がりした場合、積算書の再提出は認められるのか

どうか。より正確な運賃算出を求めるのであれば具体的な渡航

期間の提示が必要。 

ブラジル発着のように長距離路線だと、値上がり幅が大きいこ

とが予想される。 

値上がり想定して、概算で算出するが、その金額は未知数。 

【要望】仮の日にちを設定いただきたい。 

航空運賃については、提案内容に基づき、提案書提出時点で想定され

る概算額により算出してください。 

なお、具体的な渡航日程を含めた仕様は、最優秀提案者を選定したの

ちに、事業全体の実施スケジュールを踏まえ、当該事業者と協議の上

で決定することとなります。 

このため、現時点において県から仮の日程を設定する予定はありませ

ん。 

また、航空運賃を含む契約金額については、仕様決定後に改めて見積

書を提出いただき、県の予定価格の範囲内である場合に契約を締結す

ることとなります。 

3 

【添乗員経費】 

航空券代、宿泊代など添乗員経費に混ぜて算出していいのか、

それとも明細が分かるように見積した方がいいのか。 

添乗員に係る経費については、航空券代、宿泊代等の内訳が分かるよ

う、明細を区分して見積書に記載してください。 



4 

【宿泊手配について】 

5 泊の予定とのことだが、連日同一ホテルにしない方がいいの

か、否か。 

シングル優先にした方がいいのか、複数名の入室を可能にする

のかどうか。 

できれば仕様の段階でそれぞれどこの市町に宿泊するのか示し

ていただくとありがたい。 

視察行程案を作成することにも関わってくる。 

宿泊施設を連日同一とするか否かも含めご提案ください。 

なお、現時点では渡航者が確定していないため、客室はシングル利用

を基本として積算してください。 

宿泊地についても行程案等を踏まえてご提案ください。 

5 

【事前研修について】 

「対面研修」と記載があるが、実際に受託事業者がブラジルに

訪問し実施するという解釈でいいのか。その場合費用計上する

ことになるが県側の費用も計上した方がいいのかどうか。 

場所の手配も受託事業者が行うという解釈でいいのかどうか。 

「対面研修」とは、招聘予定者に対し、現地において直接実施する研

修を指します。 

本研修は受託事業者の責任において実施するものとし、現地の提携事

業者等による実施も可能とします。 

また、研修の際に県職員が現地に赴くことは想定していません。 

なお、研修の実施に係る会場手配等については、受託事業者において

行っていただきます。 

6 

【佐賀県内での行程調整】 

「企業視察」、「学校訪問」など訪問メニューを記載いただいて

いるが、佐賀県様で候補選定やお力添えをいただけるのか否か、

留意事項に記載のとおり受託事業者がゼロベースで選定から手

配まで実施するという解釈でいいのかどうか。 

訪問先を含めた仕様は、最優秀提案者を選定したのちに、当該事業者

と協議の上で決定することとなります。 

企業視察や学校訪問等の訪問先との調整は受託事業者にて行っていた

だきますが、必要に応じて県が情報提供や助言等の協力を行う場合が

あります。 



7 

【報告会の開催】 

事業終了、どのくらい後に実施することを想定しているのか。 

例）終了から 1か月後 

報告会の開催時期については、事業全体の実施スケジュールや契約期

間等を踏まえ、提案内容に基づき設定してください。 

8 

【見積金額について】 

「見積書に記載する金額は、見積もった契約希望額とする」と

あるが、各社が予算上限額を超えて提示した場合、プロポーザ

ルが無効になるのかどうか。最優秀提案者の見積もった金額が

契約金額になるのかどうか。失格要件には見積金額に関する事

項がないため。 

見積書については「誤脱」、「判読不可能」なものが失格要件と

記載あり。 

見積金額が予算上限額を超える場合には、契約の対象とはなりません。 

なお、見積金額は、提案内容を踏まえた契約希望額として提出いただ

くものであり、最優秀提案者に選定された場合であっても、当該金額

をもって直ちに契約金額とするものではありません。 

事業仕様は、最優秀提案者を選定したのちに、当該事業者と協議の上

で決定し、その決定した仕様を踏まえ、改めて提出された見積金額が

県の予定価格の範囲内である場合に、契約を締結することとなります。 

9 

【実績報告について】 

①同種の事業とは「海外県人会の招聘」事業そのものを指すの

か、それとも一般的な海外関係者の招聘でもいいのか、また

は「ブラジル人招聘」もしくは「ポルトガル語圏の関係者招

聘」事業と考えたほうがいいのかどうか。 

②「国又は地方公共団体等との間」とあるが、「等」の範囲がど

こまでなのか。 

③同種の実績は 1つでもいいのかどうか、他県では 2つ以上の

事業を求めてくるケースがある。 

① 同種の事業とは県人会や国・地域を限定せず、海外関係者の招聘事

業を指します。 

② 国又は地方公共団体等には、以下の各号に掲げる団体を含めます。 

(1) 独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）第 2条第 1項に

規定する独立行政法人及び国立大学法人法（平成 15年法律第 112

号）第 2条第 1項に規定する国立大学法人 

(2) 地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号）第 2条第 1項に

規定する地方独立行政法人 

(3) 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社 

③ 参加資格（説明書１）に係る同種かつ同規模の実績の件数は１件以

上となります。 



なお、実績の件数や内容については、評価基準に基づき、審査の対

象となります。 

10 

【予算上限額】 

日にちなど具体性がないにも関わらず、予算上限額を設定され

ている。 

独自予算規定を元に積算しているのか、同業他社が積算書を提

示し、それを元に予算上限額を設定しているのかどうか。同業

他社が積算書を提示している場合、その事業者に有利に働かな

いかとどうか。 

予算上限額については、本事業の内容、過去の類似事業の実績、業界

における一般的な積算水準等を踏まえ、県において総合的に算定した

ものです。 

 

11 

ブラジル人インフルエンサーの起用につきまして、日本在住

の適任者がいる場合は、その方へ依頼する形でよろしいでし

ょうか。また、その際、全行程への同行は必須となりますで

しょうか。 

日本在住のブラジル人インフルエンサーの起用をご提案いただいても

差し支えありません。また、同インフルエンサーの同行日数について

は情報発信の手法等とともにご提案ください。 

12 

事前研修について確認させてください。「対面形式」とはブ

ラジル現地にて実施する、佐賀県に関する研修という認識で

相違ないでしょうか。また、その研修には日本側からのスタ

ッフ派遣はない（現地スタッフのみで対応する）という認識

でよろしいでしょうか。 

質問 No.5の回答と同じ 

13 

グアルーリョス国際空港が参加者の居住地からの最寄りで

はない場合、同空港までの移動費用は参加者個人の負担とい

う認識で相違ないでしょうか。 

居住地とグアルーリョス国際空港間のブラジル国内移動費用は、原則

として参加者個人の負担とします。 

 


